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稲城市議会政務活動費の交付に関する条例第7条第1項に基づき、別紙のと

おり平成27年度政務活動費収支報告書を提出します。
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第2号様式(第7条関係）

平成27年度政務活動費収支報告書

会派名 起風会

l 収入

政務活動費 500， 000円
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金 額 主たる支出の内訳
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産栗育成の3ステップ

①主要産業の保護・育成、②起業の推進、③企業誘致
①→②→③の順番が大事。③から始める自治体多いガ
まで貢献してきた地元産業をないがしろにする愚かな
自分たちのまちの主要産業（何で食っているのか） と事
（どれだけの人が食べていけるのか）をまず把握すべき
例）商店街再生のためインフラ整備に金かける前に住巨
行かない買わない理由を調べ、そこから手を付ける

質問「あなたのまちは一言で言うとどんなまち？」
→適格かつ具体的に回答できることから始めるべき

室児島市柳谷地区「やねだん｣の取り組み
ボーナスが出る自治会として有名
リーダーの豊重さんを中心に補助金なしで地域おこし
①さつまいも栽培、②肥料の開発、③焼酎・味噌の
で自主財源確保、雇用創出を図り

④アーティスト移住など、文ｲﾋ振興券聿旅， 鞘戎撚

出張期日 平成27年7月8日 （水）

出張先 地域活性化セミナーin東京
会場：ⅨPスター貸会議室お茶ノ水駅前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ3

研究研修．

調査課題等

｢日本の地域力～全体最適～」
講師：木村俊昭（東京農大教授）

pDpD●●■Dcp－牢●●●｡●cDD⑨■b己■■■■■■■■の‐P｡●●●●●、●●｡●わ.■■'○○●●●■‐■■‐■●●●■ロロ■■②●●｡●毎｡■■■■●●いつ色ロ■●｡●●●Dbb■■●●●■■■●｡■●●●｡●■｡■｡●●●｡●■

「笑顔・感動と感謝のまちづくり～五感六青～」
講師：木村俊昭（東京農大教授）

’口卒の地域刀～全俸歳適～」

･官主導の地域おこしの失敗例一青森市
市営施設に市場を移設→上階の図書館には年60万集客するのに
下階の商業施設と地階の市場は閑古鳥

新青森駅ができても市街地から離れており集客に貢献せず
．地域おこしの3つのステップ

①情報共有、②役割分担(NPOと行政の分業） 、

･地域が知恵を絞った成功例一西興部村（北海道）
③事業構想

シカの食害で困っていた。 「シカ注意」看板立てても効果なし
猟友会もボランティアなのでなかなか来てくれない
→ホテルを建設→猟友会が泊りがけで来てくれる
→更に地元に雇用を生み、地域にお金が落ちるようになった

→更に鹿肉丼の販売

→間伐の人手不足をカバーするため農大生に1泊5000円で研修
･地域の宝は外部を知らないと気付けない
例）サロマ町では毎日ホタテづくし、奥尻島では毎日アワビ

宮崎県大崎市にはマガン10万羽が飛び立つ湖がある
千葉県鋸南町には最高に美しい夕陽スポットがある

･私（木村氏）のこだわり

①産業・歴史・文化を掘り起こし研き、世界発信するまちづくり
②未来を担う子供達に対し、地域一体で愛着心を育むひとづくり
･考慮すべき注意点

①全体最適一一部の専門家・住民のみではなく全員から聞く
②価値共創－新しい価値を共に生み出す
③住民満足、④費用対効果、⑤循環型社会一お金が回る仕組み
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稲城市議会議長

原島茂殿

上記のとおり、会派出張を終了しましたので報告します。

平成27年7月 9日

会派名 起風会

代表者氏名 中田中

●

｢他人事の人達に感動を与えて仲間意識を底上げすることが
できたらもう成功したようなものである」

【笑顔・感動と感謝のまちづくり～五感六青～」
･行政の事業構想力がカギとなる
例）岩手県広野町「ほやラーメン」
店のおかみさんがお客に「どこから来たの｣ 「何食べたい」
「連絡するから住所教えて」マーケティング＆商品開発を実践
→ほや塩でおにぎり、醤油を商品化、顧客に連絡し完売

例2）青森県新郷村「生キャラメルせんべい」
酪農家とせんべいやのコラボ商品。 6個1000円で少々高いが
手作りの魅力で爆発的に売れた。増産したいが手作りの魅力との
バランスを思案中

･食育地産地消だけでは地域は立ち行かない。地産外商・互産互商
まで考えるのが構想力

･遊育遊びの中から学び/考える（東根市）
→5億かけ子供遊び場建設、運営はNPOに委託、年10万来場

･職育障碍者雇用など行政でなくてはできないことがある
･データ（数値化）なしで地域戦略を作ろうなんてナンセンス
→どこを目指すかわからぬまま、まちづくりに取組む自治体多い
→自分は小樽市のラーメン店・寿司屋は全て実地で回り確認した
･コミュニティ形成の場が必要

どんなに栄えても災害で死者が出たら 「このまちは人に冷たい」
「安心できない」という評価になる

･プレゼンのポイントは人を動かすポイントに通じる
①シンプルー単純ではなく 「的を絞る」
②意外性一興味を引くウリがある
③感情を込める一本人の情熱
④具体性、⑤信頼性、⑥ストーリー性一ドラマ仕立て
･地域産品の明暗

イチゴワイン「まずいので買いたくない｣－ニーズ調査不足
馬路村のゆず種化粧水一買手の信頼を得られず2年間売れず
リンゴの6次産業化一ジュースなら他にもある
→町長のトップセールスで復活

参加者

氏 名

中田中
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(木）出張期日 平成27年7月9日

自治体議会法講座in東京
会場：ⅨPスター貸会議室お茶ノ水駅前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾉﾚｰﾑ2

出張先

研究研修・

調査課題等

1．二元代表制

（1）憲法と二元代表制

･議会と首長は憲法的必置規制→議会不要論は憲法違反
・議会は「議事機関」と規定

議会は「議論」も必要だが、ある程度で収束し「決定」しなければ
ならない。しかし憲法上は「決」よりも「議」を重視
→議会の本質は、安易な決定を防ぐブレーキ役である

（2）二元代表制と首長制

・首長は予算と職員人事を握っているので、元々議会は圧倒的に不利
． 「議会と首長は二元代表制の両輪」 とは首長（全体利益代表）が
議会（個別利益代表の集まり）を無視するために言い出したこと
・議会は首長に対抗するため「議会も政策機能を持つべき」と主張
→しかし圧倒的不利な状況は変わらない。首長の独善防止に動いて
も、既得権益の代弁者、首長の改革の妨害者と言われる始末

も議会の地位向上を制度的に解決するのは困難。運用で対応しかない
例）反対は適度に抑え、悪者にならない程度に主張を通す

■●●｡●■●●●ロ■■‐‐■戸p●ロ碑ザロ■■‐■■■■■p‐己■●■p●●●｡■■■の■q■P■■■●●●■●●■＝■‐｡｡○の｡●｡、｡■‘■口CDの●毎■‘■■毎●PpD○口d■■■■口一やPC●｡｡■■■■■■■●●pcpc●｡■

2．ポスト分権改革と自治体議会
（1）議会改革への考え方

・分権改革は93年から始まり橋本政権誕生で終了。 01年以降は進展無し
・弱体政権の方が分権改革が進む

→2次安倍政権から集権改革が強化される傾向。現時点では分権改革
を求めても徒労に終わる

．議会改革を住民の「もっと減らせ」の声で安易に取り組むのは危険
住民の不信→議員定数削減・報酬削減→更に住民の不信
といったデフレスパイラルに陥る

、議会改革は目的でなく手段と位置付けるべき
→議員に理想があり、その実現手段として議会制度改革に取組む
現在の改革派が少数であっても勉強会等で仲間を増やす努力を

（2）議論機関としての取組み
①VS執行部

議員が個別に質問しても、議員間討議などを通じて議会としての
統一意志を実現しても、執行部が納得しないと政策は実現しない
→質問力．聞き出す力を磨くことが重要
1)執行部が答えたくないことを答えさせ説明責任を果たさせる
2)執行部に「Yes」 と言わせる

②住民との議論

・総合相談機能「新時代の口利き」を目指すべき
住民の形にならない要望を実現する手段となる
議員には、縦割り行政を打破し件民の声葬圭現するインヤン議員には、縦割り行政を打破し住民の声を実現するインセン
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終了報告

テイブがある（職員にはそこまでするインセンテイブは無い）
ただ聞くだけではダメ、行政への働きかけまで行うことを

….….……制鹿化燕きれば...哀効に機能士愚と恩わわ‘る..….…….……….…
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稲城市議会議長

原島茂殿

上記のとおり、会派出張を終了しましたので報告します。

平成27年7月27日

会派名 起風会

代表者氏名 中田中（
」
合
一

・任氏参加型議会

現在は住民参加型審議会で行政に占有されてる
公聴会などをうまく使うには事務局とファシリテータとなる
人材が必要→議員がそのようなスキルを磨くべき

（3）決定機関としての取り組み

･議会は対等な多人数に議員からなる合議機関。元々決定に向かない
→期待されているのはブレーキ役

･決定を円滑にする改革が行き過ぎた場合は見直した方がよい
例）質問回数の制限、議案提出権の制限、会派制
･議員に求められるのは「政策立案能力」よりも「課題発見力」
→住民の声から課題を掘り起こし、行政が対応できる形で提案
･議会は政策課題を認定し、最終的には利害調整することが期待され
ている。様々なバックを持つ議員同士が議論することで調整弁と
して機能する

･課題認定は、代表質問、一般質問、基本計画認定、陳情・請願など
を活用

･政策評価は「ピンポイントで深く」がポイント
→日常のドブ板活動により、課題を発見し、そこを突く

参加者

氏 名

中田中
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出張期日 平成27年7月14日 （火）

第17期自治政策講座in横浜
「これからの自治体・議会の責務I」
会場：神奈川県民ホール6F大会議室

出張先

研究研修・

調査課題等
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､総務省l暑らしを支える地域運営組織に関する調査研究事業調査書」
地域の単位で地域づくりの方針を考えることが必要になる
世間自治（＝関係性に着目した自治）が大事
→共感・感動がないと自治は途中でとん挫してしまう

（3）連携運営の可能性

｢シェアする」という発想で、相互の強みを活用する
→自己完結・フルセット型（単体経営）から連携交流・相互補完型
(連結経営） へ

広域連携は民間・NPOを巻き込み、取組む
（4）遠隔連携

震災時の行政機関の空白・喪失を回避するために考えておくべき
人口減少時の補完関係にも適用できる

(例：杉並区と南伊豆町の「保養地型特養」構想）
（5）遅れがちな「人づくり」に重点
.若い人の活動の場をどう作っていくかが大事
若い人が入ってこないのではなく、入ってこさせてないだけ
若者への冷たさ、怠りが地域空洞化の原因

･現場実践する自治体職員、越境して活躍するスーパー自治体職員に
期待

l分権改単と目治体議会の政策法務」

1．分権改革20年の評価
（1）なぜいま地方分権か
①地域の実情にあったサービス提供②住民参加
③東京一極集中の是正、④地方創生
多用な価値観が共存する「成熟時代」は地方分権が不可欠
これまでの地域振興策（外発型開発）の反省と集権・縦割りシステム
の克服・立法分権が大事

（2）第1次分権改革（1995～2006)
･地方分権推進法(1995)、地方分権一括法(2000)
①機関委任事務廃止→自治事務・法廷受託事務へ
法令解釈権（執行権）の拡充、条例制定権（立法権）の拡大．
→政策法務の流行

②国の関与ルール明確化
③必置規制の縮小
④都道府県と市町村の対等化
･三位一体改革

①国庫補助金（約4.7兆減）②税源移譲（約3兆増）
③地方交付税（約5. 1兆減）
→国庫負担の軽減のみで自治体自由度の拡大無し

（3）第2次分権改革(2007～現在）
①都道府県から市町村への権限移譲
②法令の義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の活用
③国と地方の協議の場を法制化
④分権改革第2ステージ？

地域の発意と多様性重視→提案募集・手挙げ方式、専門部会活用
事例集作成、 SNS活用などで発信を強化

(4ノガ権改革ZO年の評価と今後の戦略

①分権改革の成果

･第1次改革→自治体の法的権限を強化し「対象・協力」原則に
｡第2次改革（義務付け・枠づけ見直し）→法令の壁を一部突破
も政策法務の進展→独自条例の制定など
・首長のリーダーシップが高まり、地域の政治的自主性が向上
②法令の過剰過密の障害
．多くの歩率が縦割りのまま制定→総合的対応が困難
･法令の規律密度が高く (＝細かすぎ）
③従来の分権改革の問題点

、 現場の知恵を活かせない

. 「法令の過剰過密」を維持したまま導入したこと
→議論が細かくなり 「視野狭窄」に陥る、国民の共感を得られず
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･提案募集方式・手挙け方式は、関係者を「ネタ探し｣.に走らせ、
改革の視野狭める

④行政分権→立法分権

･現在の国が作った法制度を自治体が執行する状況では地域課題に
対応できない

自治体に制度をつくる力（立法権）や環境を与えるべき
⑤今後の分権改革の戦略

･地方行政に関する法令統合と規律密度の引き下げ
→法令と条例のベストミックス

･条例による「上書き権」を制度化→法令の在り方を条例で補正
･政策法務の実践→法的権限を活用し地域課題に取り組む

2．政策法務への取組み
（1）議会改革の方向性

①議会の2つの機能「政策形成機能」 「行政監視機能」
②今後の方向性

｢諮問型→政策形成型｣． 「自律型（閉鎖型）→協働型」
（2）政策法務とは

．法を政策実現手段と捉え、立法・法執行・争訟評価を検討する
取り組み

･従来「集権型法務体制」国が政策を考え、 自治体が実施する
→今後「分権型法務」自治体が条例制定にも取り組む
･条例制定の背景

ハー①地域課題の解決に不十分な法令を条例で補う

まちづくり条例、受動喫煙防止条例など
②法令の空白領域に条例で対応

放置自転車対策条例、景観保全条例など
③自治体の施策方針の総合化・明確化を行う

自治基本条例、環境基本条例、まちづくり条例など
④住民参加、住民自治を進めるもの

住民投票条例、情報公開条例など

(3ノ議員提案にふさわしい条例（分野）

．①縦割り＆前例踏襲でない、②地域の声に根差した、③法令等と
直接関係しないが条件
･具体的事例

①基本条例・総合型の条例
→まちづくり条例、 自治基本条例、住民参加条例

②新しい政策課題に関する条例
→防災のまちづくり条例、食育推進条例

③人権擁護型条例

→子ども育成条例、児童虐待防止条例、地域福祉推進条例
④地域密着型・産業振興型の条例 ‘
→地場産業育成条例、中小企業支援条例

⑤行政統制型の条例→議決事件条例、第三セクター適正化条例
（4）条例づくりの2本柱

①法的検討一「適法な条例」を作る（違法な条例を作らない）
②政策的検討一「すぐれた条例」を作る（理念条例はすぐ作れるが
課題解決につながる条例を作る）

必要かつ適法であることを基礎とし、より効果的かつ公平な内容
であることが重要

（5）条例制定権の限界－3つのハードル

①自治体事務に関するものであること→国の事務は条例制定不可、
自治体事務は制定可能

②法律の範囲内であること→以前(60年代)は厳しく解釈されていた
が、 2000年代は柔軟な解釈へ

③憲法に反しないこと（人権の過度の制限でないこと）
→基本的人権の制限は公共の福祉に基づく必要最小限の制限であ
ること
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（6）条例づくりの政策的検討

①条例評価の基準を定める
必要性、適法性、有効性、効率性、

②条例の合理性を裏付ける「立法事実」
公平性、協働性
を明確にする

③行政手法の選択一行政手法一覧から適切なものを選択する
(基本)規制的手法（禁止、許可等） 、誘導的手法（行政指導等）

支援的手法、調整的手法
、

(補完）計画的手法、実効性確保手法、財源調達手法、協働促進手法

参加者

氏 名

中田中
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出張先
第17期自治政策講座in横浜
｢これからの自治体・議会の責務I」
会場：神奈川県民ホール6F大会議室

〆

研究研修．

調査課題等

｢信頼と付託に応える自治体財政運営とは」
講師：西寺雅也（名古屋学院大教授・元多治見市長）

｢近年の災害に学ぶこれからの地域防災のあり方」
講師：片田敏孝（群馬大学教授）

｢地域で進行する福祉課題と自治体の政策一社会福祉協議会やKPOの
講師：平野隆之（日本福祉大学副学長）

役割」

|信頼と付託に応える目治体財政運営とは」

1．時代を的確に把握する

･最後の選挙(2003)で拡大から縮小への転換を問うマニュフェスト
を掲げた ．

･政策資源（ヒト・モノ・カネ）の確保が困難になる
インフラ老朽化、過剰化、非効率化

･地域課題の深刻化 ●

確実な処方菱が無い課題が多い
例）コミュニティ脆弱化、孤立化、人口減少、地域格差など

投資しても成果が必ずあがるわけではない

例）企業誘致しても正社員は本社から出向、労働者は外国人
･自ら律することができる自治体を目指すべき
現状を認めた上で何ができるか考え、政策的チャレンジを
国の無為無策に振り回され、号令に従うだけの自治体が多い

．要求型の政治との決別が必要（特に議員は）
要望に全て応えていたら財政が破たんしてしまう
行政は、頼まれてもなかなかYesと言えない
議員は、財政状況の情報収集と発信を心がけるべき

･議会は、地域課題を吸い上げ集約し、 自治体全体の課題として
行政に提示できる役割を果たすべき
2．議会が「統制」する財政運営（栗山町）
･財政一政策一行革のバランスをとることが大事
｢財政」健全化
｢総合計画」政策全体の管理
｢行政改革」政策資源の采配
例）財政の裏付けのある政策か

政策を実施可能とする行革となっているか、
政策・行革で健全財政が実現できるか、など

･ホイントほZ息

①政策情報の開示（議会基本条例に規定）
→主要事業の進行は「進行管理計画」で確認する

②総合計画一財政計画一行革大綱を三位一体で捉える
3．多治見市の事例
･バブル期にハコモノなどで過剰支出
→1996年に緊急事態宣言→2001年に解消

･財政健全化への取組み ．
①財政情報十数値目標（財政判断指標）の開示

財政向上指標を定め公表し、実施状況を議会へ報告・公表
②財政健全基準の未達成時の対応を定める

中期計画策定段階で財政健全基準を未達成 ／望亨
O
P ＝ 正 ｡ △■
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ほとんどの住民が「出てから逃げればいい」と考えている
→住民に意識をどう変えていくかが大事。避難勧告は当てにするな、
と言っていかないとダメ

・南海トラフの津波想定が見直され各所で20mを超える津波高さが提示
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自治体の支援を拒否する人には、予防的なアプローチが必要
→これまでの給付を中心とする福祉行政の文化とは異なる形
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今後は対象横断的で組織的な｜地域福祉」という対応方法の実現が望
まれる

生活困窮者自立支援制度

生活困窮者とは「現に経済的に困窮している者十最低限の生活維持が
できなくなるおそれのある者」

→地域福祉の視点から、社会的孤立者を経済的困窮者にしない取組み
が重要
自立支援メニューの充実が課題

特に職業訓練以前の意識付け､･社会参加の支援が最近は重要性が高
まっている。自立相談支援事業には補助金が出やすいが、 自立支援
メニューに対する補助金は少ない
子政からのアプローチの困難さ

働かないのも自由なので、働く意思がないとそれ以上支援できない
制度に該当しない人、要件に満たない人をサポートする仕組み無し
→制度の趣旨に反しない限り制度を自由に使いこなすスキルが求め

例）芦屋市IMaybeシート」－00か：

他部署につなげる取組み

事例一諺の夫が離婚→「生活は大
→保険福祉課へ連携

会的孤立者にスキルを身に付けさせるこ
職業訓練の前に「働くこと」 「社会と関
自覚させる必要がある
→職業訓練の側も「低賃金労働者」とし
の担い手として接することが大事
例）薪プロジェクト （薪生産・販売→

林再生・温暖化対策）
社会的に意義のある事業に関わ

〆
′

（

、

足えるのでは力

を調藍秀茄議員あ署尭芳~『菌言ぞ衝訓了菖福祉でみマ
→短期的には正解だが今後は一方的に見てもらう虎
学生ボランティアによる生活保護児童への学習支援
費用対効果で評価すると成功したとは言えない。『
せる方が対象人数は多くできる

→しかし心のケアを同時に行わないと、塾を中退L
ある

最後に

社会的孤立、生活困窮者支援は、皆が気づいているα
込めないのが現状

→そのような課題に踏み込むのが議員の役割では力
気づいていることを語る場を設定することからて

始まったばかりの制度なので、今から叩く必要はなし：
ただし、どのように取り組んでいるか、取り組もう
確認することは大事

ー
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稲城市議会議長

原島茂殿

上記のとおり、会派出張を終了しましたので報告します。

平成27年8月 9日
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倹洪市における公民連携～共創推進室の取組み‘
，共創推進室の概要

公民連携の施設見学だけでは見ただけで終わっ、
→市職員から考え方や事業の進め方を説明した
廣浜市一人口371万人、 435ki一般会計l.5兆R
公民連携で成功しているのは、場所と規模、ネー
からでは？と言われる

→その面は否定しないが、どの地域でも活用‐
のでそれを参考にしてほしい

現状と課題

､超高齢化社会の到来
2020に人口はピークアウト、高齢化率は既に2
→住民税依存度が高いため、高齢ｲk(1)タイ弓

（

より税収減0

④沃切責は倍増(Hlb年lb%→H24年27%)だが施設整備費は4割減
(21%→13%)

③インフラ老朽化（多くの施設はS40-60年代）で施設保全費不足
→今後の20年で年平均900億必要なのに予算は710億
行政サービス提供の形の変化
（昔）税で全額賄えていた「自販機型サービス」
（今十今後）税で全てを賄えない「コーディネート型サービス」

→協働（市民、 NPOと連携） 、共創（企業と連携）
現実的な対応が必要､課題が複雑化している､ しかし行政の資源
・ノウハウは不足→多用な主体との対話による連携が不可欠
「オール横浜で不可能を可能に！ 」

廣浜市の考える公民連携
｢創造」 （オール横浜で新たな価値創造）
→「対話による創造」 （民間がより活用できる未来を創る）
I20共創推進事業本部の設置→H23政策局共創椎准窒の誇置
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2．事例紹介

･PFI-学校・上下水道・庁舎など9事業で導入(1事業は終了）
VFM(バリューフォーマネー）一経費削減率は平気18. 1%(行政が
やるより約2割安い）

PFIは大規模案件や特殊技術が求められる事業に向く
→地元中小企業が入りにくい。中小企業向けはPFI以外で対応

･PFI以外のPPP事業

①横浜スタジアム（負担付寄付）※横浜アリーナも同様
公園に建設するため、市に一旦寄付してもらい興行権のみ譲渡
する（固定資産税がかからない）

②権太坂3丁目土地活用（敷地分割・貸付）
市有地を事業用借地（商業者施設）を一般定借（コミュニティ
ハウス、高齢者向け賃貸）に分割
コミュニティハウスと高齢者向け賃貸は市が借り上げる

③鶴見1丁目土地活用（官民合築、民間床取得）
市有地に定借→建設後、民間フロア（保育園など）を買い取り

④新横浜駅の公衆トイレ（物品役務提供型ネーミングライツ）
命名権の対価を金銭でなく物品や役務で提供してもらう
トイレ改修のコンサル会社が、 トイレに自社商品を設置し利用
してもらう

→自分たちの商品・サービスのショールームとしてトイレの維持
管理を行う

．サウンディング調査

民間との対話を通じた市場調査。公募相手による公平・透明な個別
ヒアリング

実施タイミングは「活用庵検討の早い段階」と「公募要項作成前」
ポイントは3点

①参加事業者は公募すること、②対話項目を事前開示すること、
③対話結果は公表すること

冬了報
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行政としてのメリット

①堂々と民間事業者に会える、②聞いた内容も公表できる（議会
にも正式に報告できる） 、③想定外の民間事業者の参加がある、
④公募内容、地域課題や配慮事項の事前開示が可能

事例一戸塚区吉田町土地活用事業、中学校の弁当配達など
・指定管理者制度

コスト削減ありきで民間に任せるのではない。コストが同じでも
効率・効果が高まればよい
第三者評価を義務化している
アイデア提案型指定管理者選定の導入
アイデア部分を評価するモデル事業に今年度から着手

・広告・ネーミングライツ

企業も宣伝ありきではなく社会的意義にも配慮してくれる（それ
くらいの良心は企業側にもある）

横浜市は広告の基準・ガイドラインを策定しているため、広告に
関する問題が発生しにくい

→何でもかんでも広告を載せればいい、というものではない
（対象は厳選している）

広告印刷物の事例一広報広告、広告付き物品の提供
Webの事例-WEBページ広告

施設の事例一区庁舎壁面への掲示、広告付フラッグ、パンフレット
ラック、周辺案内看板、授乳室・プレイルーム、玄関マット、
戸籍課番号案内表示板

イベントの事例一成人の日
ネーミングライツの事例一日産スタジアムなど
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稲城市議会議長

原島茂殿

上記のとおり、会派出張を終了しましたので報告します。

平成27年8月 9日
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代表者氏名 中田中
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･共創フォーラム

民間と行政の対話・交流の場

H20以降、様々なテーマで、講演会・パネルディスカッション．
フューチャーセッション､交流会などを開催

･共創フロント
｢対話」の窓口＆橋渡しとなる

受け付けた提案数は、 7年で448件、実施は185件
①包括的連携

〆
‐
１

セブン&iグループ3社との「地域活性化包括連携協定」
②具体的な事業との連携

ゼンリンとの「災害時協力関係構築競艇」
幼児向け防災教材「ぼうさい絵本」の共同作成・配布

③連携の場の提供

市が場を提供し複数企業が子育て支援サービスを実施
④市が所有する権利・資産の活用、 ノウハウ提供
図書館所蔵資料を利用したポストカード製作・販売
救命処置アプリの共同開発

⑤民間主体の事業等支援
ピカチュウ大量発生チュウ、コクリコ坂からプロモーション

企業側としては、提案しても入札・公募となるため、金銭的な
メリットはない

→しかし、 CSRや企業イメージ・知名度向上、社会実験の場提供
などの面から様々なメリットはあると考える

参加者

氏 名

中田中
p
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出張期日

－－

平成27年8月19日 （水）

－－…二壱・

出張先
第17期自治政策講座in東京

｢これからの自治体・議会の責務Ⅱ」
会場：市ヶ谷自動車会館大会議室

研究研修。

調査課題等

｢自治体議会の役割一自治の要としての議員とは」
講師：竹下譲（自治体議会政策学会会長）

け｡■4■｡■‐●●●●｡■1■■｡‐写｡‐●●口｡｡●七G口●●■七●q■●｡■■■q■■1■｡qq■1■●、｡■ロー●●●●｡■■己毎●●･己●わ■■■P｡■■■■■｡‐●ロロロのpp－4■■｡●ロロ■｡■口●｡●●口甸■■●■●●●｡■●●口、■■●

｢これからの交通政策一社会基盤整備における市民参加」
講師：寺部慎太郎（東京理科大学教授）

'白宿1卒議芸の役割一目拾の要としての議員とは」
1． 自治体議会の歴史

･首長（＝執行機関）は定義が明確だが、地方議会＝議事機関で
定義が暖昧。立法機関とは定義されていない

● 明治11年「府県会規則の設置」
大久保利通の指示で、松田道之と伊藤博文が法案作成

①町村の改革一純然たる”自治体”として定義
町村は行政区画ではなく 「住民社会独立の区画」
→大久保暗殺後、元老院の意向で府県と同じ行政区画に戻る

②議会（府県会）の設置

府県は行政区画なので中央政府の法令・指示に従う。府県会
は議決議会→住民の不満を抑えるため議会でチェックする
※町村議会は町村長＝議長なので府県会以上に行政の言いなり

･明治21年「市制」 「町村制」

①自治とは政府が作った法令のもで工夫して実施すること
→自治に立法は含まれない

②議会の条例制定は法令を実施する”行政の一部”
→条例制定は立法行為ではない
③実際上は行政機関の方が重要
中央政府が市町村長に任せるもの（機関委任事務）には
市町村会は関与できない

、

→関与できるのは市町村会の議決事件のみ（全体の40％程度)
④議員は個々の住民意見を聞いてはいけない(市制36条,町村制38条）
･戦後にも変わるチャンスはあったが実現せず
GHQは「地方議会＝立法機関」としたかったが「議事機関」 と
翻訳したため、結局従来と同じになってしまった

･近年議会改革の動きは強まっている

議会基本条例の制定、通年制、議長に議会招集権、議員条例制定

Z・議芸か一工1で表磯関になるには

．議員は自分を支援してくれた住民の声を代弁してもいい
→議会として全体最適になればよい、 と考えるべき
だからこそ議員はある程度の数が必要となる

→それぞれに異なるバッググラウンドを抱えた議員同士が丁々
発止の議論をして合意形成してい･くことが大事

･住民の代表として、議案の中身が住民に理解できるようにする
質疑を行う必要がある

→形式的な質疑、互いにそつぼ向いた討論では意味がない
．一般質問は住民に意見に基づき、その解決を迫るもの
地方議会の行政への発言力が弱まったS30～40頃に全国に普及
（行政の目線が補助金目当で国県に向いていたため）
各議員が創意工夫して行政に要望を行うために活用してきた 澪
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→成長時代にはある程度機能したが減少時代では影響度低下
しかし所詮は行政に「何とかしろ」 といううだけ
→議会全体からの要請とするべきではないか

一般質問の見直しには、他の議員の優れた質問をたたえること
ができないと始まらない→非常に難しい問題
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「これからの交通政策一社会基盤整備における市民参加」
1．交通計画とは

終了報 古

・交通に関わる様々な課題を解決するために将来の交通機関や施設
をどのように整備していくべきか記述したもの
鉄道：混雑、路面電車&LRT

道路：渋滞、歩車分離、防災、事故対策
街並み、都市計画

・都市計画決定の段階で住民の声をきいても遅い
もっと早い段階で聞かないと計画に反映できない。アセス法改正
後、構想段階から住民の声を聞くようになったがまだ不十分
※アセス法改正-60-70年代の公害・空港建設問題等を受け制定

・事業範囲によって住民の関心に差が生じる
地域密着事業への関心は高く、利害調整も比較的スムーズ
広域に影響する交通施設整備は関心が低く、利害調整困難
→整備の便益は広域に及ぶため受益者がフリーライダー化
NIMBY(NotlnMyBackYard)

2．市民関与

・市民参加とPI (パブリックインボルブメント ：市民を巻き込む）
PIとは、計画初期段階から事業主体が市民の声をきく取組み
→合意形成までに多大な時間と労力が必要で、 しかも計画内容
が決定されるまでどうなるか分からない、 という面もある ．

→しかしこれまで行政主導の計画推進で多くの紛争が発生し、
それによる社会的損失が問題となったことからPI導入に至る

・市民関与のメリット

市民の行政への不信感除去、市民とのトラブル回避
地域の特殊事情を計画に組み込める
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・市民関与導入の課題（実際なかなか進んでいない）
行政側に導入する余裕がない、経験がない
総論賛成各論反対で合意形成が困難になりがち
住民に関心が高まらない、時間がかかり飽きてくる

・具体的な実施方法

①住民説明会。②オープンハウス、③パネル展示、④情報センター
⑤地図を前にした議論、⑥グループインタビュー、⑦車座談義
⑧ワークショップ、⑨現場見学会、⑨報道対応

どのような方法をとるにせよ、行政の誠実な態度、反対派の
意見も併記する、選択肢を予め示すことなどが重要となる

・事例

①新山梨環状道路（東側区間）
4案提示し、その中の1案で計画策定

②横浜環状北西線（横浜市、国交省、首都高速）
当初9案十市民提案4案の計13案→PI後すんなり着工

③恩田元石川線（横浜市）

④群馬県県士整備部「ぐんま県士づくり県民参画ガイドライン」
．まとめ ．

交通問題を解決する”選択肢”を提示して皆で議論
→選択肢があると皆考える、選択肢作りから関わると尚良し
多種多様なコミュニケーションで初期から住民を巻き込む
決めるのはあくまでも首長・議会（市民ではない）

卜
ー



稲城市議会議長

原島茂殿
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上記のとおり、会派出張を終了しましたので報告します。

平成27年

会派名

代表者氏名

8月 21日
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氏 名

中田中
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出張期百 平成27年8月20日 （木）

第17期自治政策講座in東京

「これからの自治体・議会の責務Ⅱ」
会場：市ヶ谷自動車会館大会議室

出張先

「これからの自治体財政一地方財政計画と課題」
講師：神野直彦（東京大学名誉教授）
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「分権一括法から15年一自治確立に向け何を変えていくのか」
講師：新藤宗幸（東京都市研究所理事長）
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「これまでの地域再生・都市再生の誤りを超えて
－『開発の墓標』から学ぶまちづくりの経営力」
講師：木下斉（ｴﾘｱ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｱﾗｲｱﾝｽ代表理事）

研究研修・

調査課題等
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､6.:…百素お篭芳努潅談章……….………………………………..……………….…..……
・20年前から変わっていない、むしろ悪くなっている
・義務教育は社会の義務（子供の教育は社会全体の利益になる）
→この概念が日本ではなかなか定着しない
・日本の国・地方の分業体制は融合型

→海外では分野によって国と地方の役割が分かれているが、 日本は
負担を分け合っている

→日本の地方の課題はEUのギリシヤと根は同じ
・国・地方の財政調整には水平調整と垂直調整の2種類ある
→地方間の格差は、国が集めて地方に分配という方式でないとうまく
調整できない

→しかし国が調整しすぎると自治体の課税力に差が広がりすぎてしまう
H27地方財政計画のポイント

・地方創生に必要な歳出を1兆円計上←上乗せしたのは画期的
・一般財源総額を1.2兆円増額し、臨時財政対策債も大幅に抑制
・地方交付税原資の安定性向上・充実を図るため法定率見直し
所得税↑、法人税↓、酒税↑

骨太の方針のポイント

・地方の一般財源の総額は、 1兆円増の2015年水準を2018年まで確保する
・歳出改革のための民間資金・ノウハウ活用は、下手すると重商主義に
なるので注意。公共サービスは民間事業の後方支援となるべき、それを
民に任せると問題が生じる可能性あり

・税収増を達成した地方にインセンテイブを与える制度は問題が生じる
可能性あり

→税収増の要因は株の値上がりなので、資産家が住んでいるかどうか
で勝負がつく

・行政コストの低いところを評価する仕組みはそもそもおかしい
→コストの高い自･治体が必ずしもさぼっているわけではない

．.『努潅二稽濯がぢI..5隼二百落確笠庭尚.庁荷老菱菟荊くであ澗………………
・一括法のやり方に問題がある ‐′

変更箇所を全て一まとめに議論して、それが可決したらOKはどうかと
思う。それぞれの変更箇所の中身をしっかり議論できていない
・地方分権という言葉の熱気がすでに冷めてしまっている
不要という訳ではないが、 20年も経つと地方分権の意味合いが違って
きている

・地方分権で何が変わるか、がよくわかる風景
終電後の郊外駅でタクシーを待つ会社員の列
→（当時の）市にはバス路線敷設、大規模宅地開発の権限がなかった

当初は権限委譲の話だったが、小泉政権以降は市場原理主義敵な
内容に変わった

1．政治改革としての地方分権

に

壗

〆
Ｊ
１
、

･政治スキャンダルの温床一国への権力の一極集中を分散するための政治
改革例）政治資金、中選挙区制度 ．
・一括法は手続法一地方分権のあり方は全く書かれていない
委員会では道州制を主張する人もいたが、大勢は現実路線
→国からの関与（機関委任事務）をなくすことに注力

2． 2000年改革の意義とその後

・機関委任事務の廃止の意味を、首長や議会はきちんと理解すべき
国と地方自治体の平等実現のため、係争処理委員会ができたが15年間
未使用。大半は法律で書かれたことを条例に持っていくだけ
（議会でも議論していない）
→最低限従えばよいが、上乗せは自由である

議論していたとしても、きちんと考えていない条例が多い
例）生活保護世帯の聲沢を密告する条例

………………農易.龍急:鳶生偲家庭と知至Q".2噂薫は重密豈煮魚ゑぬな.2.…．
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稲城市議会議長

原島茂殿

上記のとおり、会派出張を終了しましたので報告します。

平成27年8月 21日

会派名 起風会

代表者氏名 中田中

･施設を作ってしまうと運営にしわ寄せがいく
→運営（期待家賃、予想収益）から逆算して開発費（投資額）を決める
･都内の廃校活用も、一部の市民団体の巣窟のようになってはいけない
→そういうところがたくさんある
3．まちづくりのポイント ．

・日本のまちづくりは禁欲的すぎ。楽しさ面白さがない
例）尾道駅前は非常に残念。ザ国鉄駅のような街並みになり、高台から

の景観もなくなってしまった
．暗い公園を放置するくらいならコンピニを入れた方がよい、 といった

●

自由な発想が必要

例） NYブライアントパーク。公園の一部を民間に貸出し、その収入で
公園施設の整備を賄っている（日比谷公園等でも元々やってた）

図書館も民間丸投げでは意味がない
→図書館利用者15万を営業材料に他の民間事業者に誘致を働き掛ける
例）オガールプラザ（紫波町） 〈=>失敗例アウガ（青森市） と対照的
地元業者が施工できる簡単構造で設計→地元建設業にお金が落ちる
民間テナントが払える範囲で建物スペックを決める
→地元に責任が持てる民間企業が進出してくれるから成功する

･金融支援の方がうまくいく

●

→返済しなければならない金だと緊張感が生まれる
よい民間とは付加価値や生産力のある事業者である
行政についていけばおいしいことがあると考えているのは悪い民間
行政が作りパイを食いつぶしているような民間ではダメ

･紫波町（しわちよう）では計画づくりやワークショップを全て職員が
自前でやっている
→これらを外部業者に丸投げするとずっと委託に頼らないといけない
→熱心にやってる自治体には､熱心な職員

･やろうという民間事業者がい職､ところで､
うまくいくわけがない

がいる

行政がいくらたきつけても

参加者

氏 名

中田中

ご

り
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華筬壱~亨革百羽-画-可甘-頂ラーーーー」出張期日

自治体議会法講座in東京
会場：ⅨPスター貸会議室お茶ノ水駅前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾉﾚｰﾑ2

「予算決算における議会の構え」
講師：金井利之（東大教授）

出張先

研究研修・

調査課題等

■｡■｡●●｡●●●●■●■p●●■●●●●●■■■口■4■■由■■■凸■の●■口■1■‐■■●●｡●の●●■の●●●●●■■■勾一｡■●■●●■●の■●｡■■‐■■●●●●●●のロ4■■｡●●●●■‐‐｡■■●●●●■●‐■｡■ロ｡＝｡■■■

｢予算決算におげろ議套の構え」
1．執行部予算論

･議員のなり手不足は町内会の役員になり手不足と根は同じ
→苦労が多い割に報われない。経済原理に合わないから
･議会不信の理由は、予算査定権を議会が持っていないから
→議会を説得しても予算がつかないから、当てにされない
→執行部予算査定論を打ち崩すには、議会が予算査定すると
どう変わるのか説明できる理論武装が必要

･議会に上程されるのは「条例案」 と 「予算」
→議会は予算案の作成に口出しできない。議決という出口のみ
･代表（民選議会）なければ課税（税と歳入予算）なし
→近代君主制では君主のもとに予算と権限が集中していたが、
徐々に議会権限が拡大していた

→現在は「執行部が予算編成し、議会が議決する」 という妥協状態
･議会が予算全権を持つのは当然だが議会が予算査定するマンパワー
も能力もない→現実的には執行部予算になるのは仕方ない面もある
･分散的分業の問題

→合議制の議会では最後に統括することができず予算が膨張しがち
→執行部であれば、最後は首長の判断で決められるので問題がない
･執行部のサボタージュを避けられない

議決した予算が気に入らない場合、執行部は「執行しない」こと
が可能

→執行部がやりたい予算を作らないと意味がないなら執行部予算
で問題ない、 というのが執行部主導を変えられない理由

〔
ー

ｒ
￥
』

第一 号



→理論上は限界はないのだが現実的には問題がある
議員には大人の対応を取ることが求められる

･減額と増額

減額修正：制限なし一歳入超過がないから問題ない
首長がやりたくても議会が同意しないから執行できない
という判断は自然

→しかしつまみ食い的執行となり全体バランスが崩れる
可能性がある

増額修正：歳入超過となるため、一般的には禁じ手と言われる
が一概に否定できない
歳入見込みを立てた増額ならよいか？
→いい加減な見込みなら無意味

法律論では修正権の限界は決められない→政治判断で決まる
｡再議権との関係

議会に予算修正権を認めるなら執行部にも再議権を与えて
バランスをとっている

執行不能議決の再議→しかし再可決されてもできないものは
できない

義務費の削除・減額→再可決されても首長は原案どおり執行可
→議会に審議権が無いのも同じ

非常災害復旧の予算減額→再可決で首長不信任にできるが非常
時は首長をクビにできない→その代わり議会解散

上記以外の予算修正は法律の定め無し

終了報
生
ロ

〔
～
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3．予算審議の意義
（1）二元代表制と予算審議
①予算査定

首長優位一首長は予算・人員を掌握している

→この状況をひっくり返すには議会は予算査定するしかない、
でもかなり大変

結局は予算査定（による予算編成）こそが権力の源泉である
（2）議会による予算審議
①追認的審議
予算の情報量は膨大、 3月議会の会期は短い
議員は限られた人数で十分な専門性・知識を持たない
→結局、予算を原案どおりに承認するしかない

②査定的審議

議会が二元代表的に活動したいなら、首長査定と同様の作業が
必要。特定案件を抽出し査定的審議することは可能

③査定的審議の限界

・議会は首長と同じくらいの労力を割く意欲と気力体力があるか
→それくらいの覚悟がなければ議会改革は無理
・能力資質を持っている議員がどれくらいいるか
・合議制では案件ごとに多数決となり、全体の整合性が保てない

炉
疋

●●●■□■■｡■‐●｡●●●｡●□■■●●●●●■●巳ら｡｡■■■■■‐■■｡■｡｡■●■■■●■■■ocCp●Q●ロ■■ロ■｡■DDb●■■■｡●●●b①己■■■●｡●●、●色p■■●●■｡●■■■■●■●●●｡■邑口｡｡■

4．決算審査・監査・評価の役割

・決算・監査は「既に終わったもので議論しても変わらない」
として長らく形骸化してきた

・90年代半ばからPDCAサイクル論による評価が重視、三重県の
事務事業評価から行政評価ブームが起きた
→行政評価を議会審議に生かす工夫をする議会も出てきたが
形式的な評価であまり役に立ってない例も多い

・総合計画主義

予算編成への議会関与の限界、決算段階での無力感から、
総合計画段階での議会の意思反映を重視してきた
①基本構想→②基本計画→③実施計画→④年度予算

●口●｡●●●｡｡わ｡■｡■■ﾛロ●●●｡■ロ｡●●●●･●｡●ロローーー■｡‐｡｡｡●●●■｡~q■ロ■D‐■●■■●｡●●●●●せ■m●●b■＝‐●■cc●わ■●｡●己、■●●●｡、●●ロロロ■■■｡｡●■己‐■●の■P■｡●｡■､｡



稲城市議会議長

原島茂殿〔
、ー

上記のとおり、会派出張を終了しましたので報告します。

平成27年

会派名

代表者氏名

8月25日

起風

中田中

今
云

く
～

祝

、

④のみでは大まかすき、④では細かすぎだが、②や③で議会
が関わるなら、予算の細かいチェックは不要という考え方も

おわりに

･予算議決が自治体運営のカギである→議決権が議会権限の源泉
だからこそ執行部は議員に気を使っている

･議会はその権限を十分に使いこなしていない
→それゆえに議会は住民から軽んじられている
→予算審議に積極的に関与して、住民にメリットを示すこと
が議会には求められている

参加者

氏 名

中田中
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稲城市議会議長

原島茂殿

上記のとおり、会派出張を終了しましたので報告します。

平成27年 10月 30日

会派名 起風会

代表者氏名 中田中

／

出張期日 平成27年10月7日 （水）～9日 （金）

出張先 第77回全国都市問題会議in長野
会場：ホクト文化ホール（長野県長野市）

0

研究研修．

調査課題等

｢都市の魅力づくりと交流・定住～人口減少社会に立ち向かう
携の地域活性化戦略～」

連

終了報告

参加者

氏 名

率云譲〔以r峅修と呼ふノでは人口減少社会に立ち向かう連携の地域活性化と題
して、人口減少社会を迎えた都市像についてを主題として、はじめに登山家・田
部井淳子氏から、退職者世代（60歳以上）の活力をどう見出すか、そのためには
各人に目的意識を持ってもらうこと･が重要であることを学んだ。
また、長野市長・加藤久雄氏は、 「長野地域連携中枢都市圏構想（長野市、須坂
市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、小川村、飯綱町） 」として、
都市部と中山間地域の連携をどのように行なうか、具体的事例を提示された。
立教大学特任教授・清水愼一氏からは、観光増進と地域商圏弱体化を合わせた街
づくりを、豊田市長・太田稔彦氏からは退職後の高齢者の生きがいと中山間地域
の農林業後継者不足について報告がなされた。
そして、長野県上高井郡小布施町の町おこしの立役者・セーラ・マリ ・カミング
ス氏からは実践的な地域資源掘り起こしについて提案がなされた。
研修を総括すると、人口減少社会の中では地域の資源をどう生かすかが鍵である
ということ。例えば退職後の高齢層の方々をも地域資源と捉えて、生きがいを感
じていただきながらどう社会（地域）貢献をしてもらうか、そして、 自治体ごと
ではなく、その地方の経済圏を形成しているもの同士が集って、力を合わせるこ
とが重要だという内容であった。

これを我らが稲城市に当てはめると、現状として稲城は人口減少に直面していな
いものの、観光増進や商圏の弱さは課題として抱えており、地場商業・農林業後
継者の減少（これは都市部特有の相続税問題も孕むが）にも悩まされている。左
記のような直面する課題に対しては、地域資源の更なる掘り起こしとシニア世代
の地域活用をよく取り入れるべくより研究と検討が必要に感じられる。
起風会としては、こうした苦境に陥る前に、現段階で人口増加という有難い状況
にあることを感謝し、人口減少に陥らない「世代循環型の街づくり」 「都市間競
争に負けない街づくり」に引き続き傾注していくことが重要と捉えて、今後の市
攻発展に今回の研修成果を生かして参りたい。

鈴木誠
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※中田中は都合により欠席
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出張期日 平成28年2月3日 （水）

出張先 地方分権時代における議会改革in東京
会場：アットピジネスセンター東京駅八重洲通り

研究研修。

調査課題等

｢正しい議会改革とは」
講師：牧瀬稔（地域開発研究所研究員）

■■■ロロロ■｡●の｡●●｡■■■｡《■●●■■由■■■ロ■■■｡｡■｡●●●1■⑤口○口｡■●■■｡■､■■ロロ｡●口■●●●●■●●■ロロ●●■,■■■■●●●ロロ○つ4■由ご■■●●･■■■ロー‐の●｡｡色ロー●ロロ●■ロロイ■ロロd■■●●■■

「議会基本条例の現状と課題」
講師：牧瀬稔（地域開発研究所研究員）

'止しい譲芸奴早とは1剛か」

･何のために議会改革するのか？議会改革は手段であって目的ではない。
地方自治体の目的は「住民（＝定住人口）の福祉（＝幸福感）の増進」
→議会改革もその実現に資するものでなくてはならない。
1．議会の役割

（1）執行機関の監視機能
（2）政策の立案機能

である（ただし地方自治法に明記されている訳ではない） 。しかし
･執行機関提出議案を否決も修正もしない議会→全体の50％
→下手に否決すると住民生活が止まってしまうので、
ければ無理に否決・修正をする必要はないと考える

内容に問題な

・政策立案機能である条例提案をしてない議会→全体の80％
→これは積極的に行うべき。改革派首長の自治体で多い傾向
1回作るとノウハウ蓄積できるので2回目以降はもっと楽になる

・議会提出条例は福祉医療(32.9%)産業振興(9.8%)住民生活(8.0%)が多い
．あまり多いと行政負担が大きくなるので2年に1本程度を目指すとよい

2．議会改革のポイント
(1)Why?、What?、How?が大事
･政策立案機能の強化から取り組むとよい
･議会ランキングに注力しすぎて住民視点が欠如すると×
･執行機関のマネジメント機能の強化も大事
（2）進め方の例

･大学との連携協定を締結,(昭和町一山梨学院、茨木市一龍谷大）
･議員報酬の一部に成果主義導入（五木村）※2012年廃止
･追跡質問制度導入（川崎町など）→その場しのぎの答弁が減る
｡市議会モニター制度（四日市市など）
･議会アドバイザー制度（栗山町など）
･議会事務局の体制強化に法制担当を再任用で雇用←おススメ
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稲城市議会議長

原島茂殿

上記のとおり、会派出張を終了しましたので報告します。

平成28年

会派名

代表者氏名

2月 4日
1

起

中田

今
云風

中

一
〆
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１
１

b.議会全率粂1ﾀﾘ評1曲の視点

･条例の必要性、議会・議員の責務など
● 自己評価だけでなく、外部評価もした方がよい
･制定時に見直し規定を入れ、定期的に見直すとよい
｡逐条解説が重要。報告書（必要性のまとめ）も必要

6． これからの議会基本条例
･住民の意志を反映する工夫一議会報告会・アンケート
･制定が大事だが、運用はもっと大事

･パブコメ等

→制定よりも運用が難しい。議員の覚悟、議会事務局の強化が必要
6議員がほしいと思った機能を入れるべき＋他にない特徴的な規定
（もしくは前文）を入れる→議会のやる気を示すべき

･ですます調を使う等で、住民にわかりやすぐ
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